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教科書採択についての議会請願等に関する声明 

１ 現在、新たに検定合格した中学校用教科書はじめ、来年度から使用される教科書

の採択が神奈川県内の各教育委員会で行われている。 
  もとより教科書は、「主たる教材」（教科書の発行に関する臨時措置法２条１項）

として各教科の教育指導の基本となるものである。 
そして、教育は、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、子どもの個性

に応じて弾力的に行われることをその本質とするから（最高裁１９７６年［昭和５

１年］５月２１日大法廷判決参照）、授業で使用する教科書の選定には、本来、そ

れを使用して授業を行う教師の意向が最も強く反映されるべきものであり、また教

育課程を編成する主体である各学校の意向が尊重されるべきものである。 
教育委員会は一般行政から独立して教育行政を管理・運営する機関として、各学

校の意向を尊重して教科書の採択を決定すべき責任を有する。 
したがって、地方議会その他の公的機関（首長を含む）が、教科書採択の内容に

ついて影響力を行使することを試みることは、教育に対する不当な支配に当たり、

これを禁じる教育基本法１６条１項に違反すると言わねばならない。 
２ この教科書採択について、神奈川県内における複数の地方議会に対し、「平成２

３年度の教科書採択についての請願」等の題目で、「平成２３年の中学校教科書採

択では、教育基本法や学習指導要領の改正の趣旨に最もふさわしい教科書を採択す

ること」を求める請願又は陳情（以下、単に「請願」と記す。）が提出された。今

後、他の議会にも同趣旨の請願が提出されることが予想される。 
しかし、このような請願は、現行制度上教育委員会の権限とされている教科書採

択の内容について、議会が直接介入することを求めるものである。上述のとおり、

議会がこのような請願を採択し、又は同趣旨の決議を行うことは、教育に対する不

当な支配を禁じる教育基本法１６条１項に違反し、違法となる疑いが極めて強い。 
３ 我々は、神奈川県内で活動する法律家として、県内の各地方議会が教育基本法違

反となるような請願の採択を行う事態が生じる可能性について深く憂慮するもの

であり、この種の請願の審議および取扱いについて各議会が慎重に対処するよう要

請する。 
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